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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 種 の 絵 柄 が 周 方 向 に 付 さ れ た 円 環 状 の リ ー ル を 有 し 、 該 リ ー ル を 回 転 さ せ る こ と に
よ り 絵 柄 の 変 動 を 行 う 絵 柄 変 動 装 置 を 備 え 、
　 該 絵 柄 変 動 装 置 よ り も 遊 技 機 前 方 に 位 置 し 前 記 リ ー ル に 付 さ れ た 絵 柄 の う ち 一 部 の 絵 柄
を 視 認 可 能 と す る 前 面 パ ネ ル 部 を 、 そ の 上 方 に 位 置 す る 上 パ ネ ル 部 よ り も 遊 技 機 前 方 に 張
り 出
　 前 記 前 面 パ ネ ル 部 と 前 記 上 パ ネ ル 部 と の 間 に 、 上 方 か ら の 光 が 前 記 リ ー
ル に 照 射 さ れ る の を 遮 断 す る 光 遮 断 部 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 遊 技 機 設 置 設 備 に 取 付 固 定 さ れ る 外 枠 と 、
　 該 外 枠 に 対 し て 開 閉 可 能 に 取 り 付 け ら れ る 本 体 部 と 、
　 該 本 体 部 に 取 り 付 け ら れ 、 複 数 種 の 絵 柄 が 周 方 向 に 付 さ れ た 円 環 状 の リ ー ル を 有 し 、 該
リ ー ル を 回 転 さ せ る こ と に よ り 絵 柄 の 変 動 を 行 う 絵 柄 変 動 装 置 と 、
　 該 絵 柄 変 動 装 置 よ り も 遊 技 機 前 方 に 位 置 し 前 記 リ ー ル に 付 さ れ た 絵 柄 の う ち 一 部 の 絵 柄
を 視 認 可 能 と す る 前 面 パ ネ ル 部 と 、
　 遊 技 球 を 貯 留 す る 球 貯 留 部 と 、
　 該 球 貯 留 部 か ら 所 定 数 の 遊 技 球 を 受 け 入 れ さ せ る べ く 操 作 さ れ る 入 力 操 作 手 段 と 、
　 前 記 リ ー ル の 回 転 を 開 始 さ せ る べ く 操 作 さ れ る 始 動 操 作 手 段 と 、
　 同 リ ー ル の 回 転 を 停 止 さ せ る べ く 操 作 さ れ る 停 止 操 作 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 入 力 操 作 手 段 の 操 作 に よ る 遊 技 球 の 受 け 入 れ と 前 記 始 動 操 作 手 段 の 操 作 と を 条 件 に
前 記 リ ー ル の 回 転 を 開 始 す る と と も に 、 前 記 停 止 操 作 手 段 が 操 作 さ れ る と 前 記 リ ー ル の 回
転 を 停 止 し 、 停 止 後 に 前 記 前 面 パ ネ ル 部 か ら 視 認 で き る 有 効 位 置 に 所 定 の 絵 柄 が 位 置 し て
い る こ と を 条 件 と し て 遊 技 球 の 払 い 出 し を 行 う 構 成 と し た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 前 面 パ ネ ル 部 を 平 面 状 と し 、 そ の 上 方 に 位 置 す る 上 パ ネ ル 部 よ り も 遊 技 機 前 方 に 張
り 出
　 さ ら に 前 記 前 面 パ ネ ル 部 と 前 記 上 パ ネ ル 部 と の 間 に 、 上 方 か ら の 光 が 前
記 リ ー ル に 照 射 さ れ る の を 遮 断 す る 光 遮 断 部 を 設 け 、
　 前 記 リ ー ル が 前 記 外 枠 よ り も 前 方 及 び 後 方 に 張 り 出 す よ う に 前 記 絵 柄 変 動 装 置 を 配 設 し
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た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

(2) JP 2006-68291 A5 2007.10.11

前 記 上 パ ネ ル 部 と 前 記 前 面 パ ネ ル 部 と を 連 結 す る 部 位 を 前 記 光 遮 断 部 と し て 構 成 し た こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 光 遮 断 部 を 前 記 前 面 パ ネ ル 部 よ り も 遊 技 機 前 方 に 延 出 さ せ て 設 け た こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か １ に 記 載 の 遊 技 機 。

遊 技 球 を 貯 留 す る 球 貯 留 部 を 前 記 前 面 パ ネ ル 部 よ り も 下 方 に 設 け 、 遊 技 に 際 し 、 前 記 球
貯 留 部 に 貯 留 し た 遊 技 球 を 順 次 取 り 込 む 構 成 で あ っ て 、 前 記 前 面 パ ネ ル 部 と 前 記 球 貯 留 部
と の 間 に 前 記 前 面 パ ネ ル 部 よ り も 遊 技 機 後 方 側 に 位 置 す る 奥 壁 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 奥 壁 に 遊 技 の 進 行 に 伴 う 遊 技 情 報 を 表 示 す る 表 示 部 を 設 け 、 前 記 前 面 パ ネ ル 部 と 前
記 奥 壁 と の 間 に 該 前 面 パ ネ ル 部 か ら 前 記 奥 壁 に か け て 下 方 に 傾 斜 し た 傾 斜 部 を 設 け た こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 。
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